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新型コロナウイルス感染症対策について  

新型コロナウイルス感染症対策について、協議事項として以下のとおり提案する。  
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新型コロナウイルス感染症対策における神戸市の対応方針 ―第７弾(改訂)― 

 

令和２年５月 15日 

 

 

「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下、「法」という。）に基づく

政府の「緊急事態宣言」について、昨日、緊急事態措置を実施すべき区域が変更

されたが、兵庫県については、引き続き、「特定警戒都道府県」として５月 31日

までの間、対象区域とされている。 

本市における感染状況を見ると、５月以降、新規感染者数（確定日別）が数名

にとどまっているほか、その感染経路についても判明している。これまでの市

民・事業者等の外出自粛の成果によるものと評価される一方、感染の再拡大を防

ぐためにも、これまでの感染拡大防止のための取組みを継続していくとともに、

市民の健康的な生活を維持するための対応も必要である。 

このため、政府の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針及び兵庫

県の「新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針」が変更されたことを踏

まえ、４月 28日に決定した対応方針第７弾の一部を以下のとおり修正する。 

 

 

３．市立学校園の臨時休業 

 市立学校園について、5月 31日まで臨時休業期間を延長する。 

 児童生徒が登校できない期間が長期化することから、休業期間中の家庭学習

を支援する取り組みや児童生徒の生活状況等の把握、相談体制の確保に一層努

める。登校可能日を 5 月 20 日から 29 日の間に２回設定し、希望する児童生徒

に対し、感染防止対策を徹底したうえで、学習状況等の確認や学習指導を行う。 

 休業期間中、長期に渡って給食が中止されている状況をふまえ、経済的に配慮

を要する就学援助世帯（生活保護世帯を除く）への食品送付を緊急援助として実

施する。 

 幼稚園、小学校、義務教育学校前期課程について、医療従事者や警察、消防、

介護等社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な方など真に止

むを得ない場合に限り受入れを行う「特別受け入れ」の実施期間を 5月 31日ま

で延長する。 

 

７．市有施設・都市公園の扱い 

現在、閉鎖・閉館している市有施設のうち、市立図書館については、閉鎖を継

続するが、5月 16日から予約図書の貸出しのみを行う。 



 

 

博物館、美術館については、感染防止に十分な措置を講じたうえで、５月 19

日から、その利用を一部再開する。 

 また、有料都市公園等について、5 月 18 日より順次、開園する。屋外運動施

設についても、更衣室等は閉鎖のうえ、5月 18日から順次再開していく。 

 各区の文化センター、地域福祉センター等の貸会議室については、利用方法を

限定するなど感染防止に十分な措置を講じたうえで、5 月 19 日から順次その利 

用を一部再開する。 

その他の市有施設については、現行の閉鎖等の措置を５月 31日まで延長する。 


